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訪問介護サービス重要事項説明書 

 

          様が利用しようとお考えの指定訪問介護サービスについ

て、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を説明します。わからな

いことがありましたら、遠慮なく質問してください。 

 

この「重要事項説明書」は、「豊中市指定居宅サービス等の事業の人員、設備

及び運営に関する基準等を定める条例（平成 24 年豊中市条例第 69 号）」第

9 条の規定に基づき、指定訪問介護サービス提供の契約締結に際して、ご注

意いただきたいことを説明するものです。 

 

１ 指定訪問介護サービスを提供する事業者について 

事業者名称 特定非営利活動法人 ほがらか 

代表者氏名 理事長  丸 山 敏 弘 

所 在 地 

連 絡 先 

豊中市服部本町３丁目１番３号 

 ℡ 06-6862-5816  Fax 06-6862-5817 

 

２ ご利用者への訪問介護サービスを提供する事業所について 

 ①事業所の名称、所在地等 

事業所名称 特定非営利活動法人 ほがらかケアセンター 

介護保険指定 

事業所番号 
豊中市指定  2774001867 

所在地 

連絡先 

豊中市服部本町３丁目１番３号 

 ℡ 06-6862-5816  Fax 06-6862-5817 

管 理 者 田中あや子 

事業所の通常の 

事業の実施地域 
豊中市 

 

 ②事業の目的及び運営方針 

事業の目的 

特定非営利活動法人ほがらかケアセンターが行う訪問介

護サービスの事業の適正な運営を確保するために人員及

び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は

訪問介護員研修の修了者等（以下「ヘルパー」という。）

が要介護状態にある利用者に対し、利用者の立場に立った

適切な訪問介護サービスを提供することを目的とする。 



2 

 

運営方針 

事業所のヘルパーは利用者の心身の状態を把握し、利用者

が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自

立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体

介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。 

 

 ③事業所窓口の営業日及び営業時間 

営  業  日 月曜日から金曜日 

（ただし、祝日、12 月 29 日から 1 月 3 日までを除く。） 

営 業 時 間 午前９時から午後５時までとする 

サービス提供日 日曜日から土曜日 

サービス提供時間 午前８時から午後８時までとする。 

 

 ④事業所の職員体制 

管 理 者 田中あや子 

 

職種 職 務 内 容 人数 

管理者 

・職員及び業務の管理を一元的に行います。 

・職員に、法令等の規定を遵守させるため必要

な指揮命令を行います。 

常勤１名 

（サービス提供

責任者兼務） 

サービス提供

責任者 

・訪問介護の利用申込みに係る調整を行いま

す。 

・訪問介護計画の作成並びに利用者等への内

容・利用料金等を説明し、同意を得て交付し

ます。 

・訪問介護の実施状況の把握及び訪問介護計

画の変更を行います。 

・利用者の状態の変化やサービスに関する意

向を定期的に把握します。 

・サービス担当者会議への出席等により、居宅

介護支援事業者等との連携を図ります。 

・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援

助内容を指示するとともに、利用者の状況

についての情報を伝達します。 

・訪問介護員等の業務の実施状況を把握しま

す。 

・訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務

常勤１名 

（管理者兼務） 

 

非常勤１名 
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管理を実施します。 

・訪問介護員等に対する研修、技術指導を行い

ます。 

・その他サービス内容の管理について必要な

業務を実施します。  

訪問介護員 

・訪問介護計画に基づき、日常生活を営むのに

必要な訪問介護サービスを提供します。 

・サービス提供責任者が行う研修、技術指導等

を受けることで介護技術の進歩に対応し、

適切な介護技術をもってサービス提供しま

す。 

・サービス提供後、利用者の心身の状況等につ

いてサービス提供責任者に報告を行いま

す。 

・サービス提供責任者から、利用者の状況につ

いての情報伝達を受けます。 

２０名 

（ただし、事

業の状況により

増減することが

できる。） 

事務職員 
管理者、サービス提供責任者、訪問介護員の補

助 
１名 

 

３ 訪問介護サービスの内容と利用料金 

 ①サービスの内容 

サービス区分と種類 サービスの内容 

訪問介護計画の作成 

居宅サービス計画に基づき、利用者の意向や心身

の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応

じて具体的なサービス内容を定めた訪問介護計画

書を作成します。 

身 

体 

介 

護 

食事介助 食事の介助 

入浴介助 入浴の介助や清拭、洗濯 

排泄介助 排泄の介助、おむつ交換 

特段の配慮をもっ

て行う調理 

医師の指示に基づいた特別食（腎臓病食、糖尿病

食、流動食等）の調理 

更衣介助 上着、下着の更衣の介助 

身体整容 日常的な行為としての身体整容 

体位変換 床ずれ予防のための体位変換 

移動・移乗介助 室内の移動、車いす等への移動の介助 

服薬介助 配剤された薬の確認、服薬の確認 
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起床・就寝介助 ベッドへの誘導、ベッドからの起き上がり介助 

通院介助 通院時の付き添い 

自立生活支援のた

めの見守り援助 

利用者と一緒に手助けしながら行う調理 

入浴・更衣・移動・移乗・排泄・買物・洗濯物干

し・冷蔵庫の整理時等の見守り、声かけ、必要な

時だけの介助 

生
活
援
助 

買物 利用者の日常生活に必要な物品の買物 

調理 利用者の食事の用意、片付け 

掃除 利用者の居室の掃除や整理整頓 

洗濯 利用者の衣類の洗濯 

 

 ※ これらのサービスは、利用者が有する能力を最大限活用することができ

るような方法によって行います。 

 

②訪問介護サービスの利用料、利用者負担額等 

   別紙に記載しています。 

 

４ サービスの提供に関する留意事項 

 ①サービス提供を行うヘルパー 

   サービス提供時に担当のヘルパーを決定します。 

 ②ヘルパーの交代 

   選任されたヘルパーの交代を希望される場合は、当該ヘルパーが業務上

不適当と認められる事情、その他交代を希望する理由を明らかにして、事業

所に対してヘルパーの交代を申し出ることができます。ただし、利用者から

特定のヘルパーを指名することはできません。 

   事業所は事業所の都合によりヘルパーを交代することがあります。ヘル

パーを交代する場合は、利用者及びその家族に対してサービス利用上の不

利益が生じないように十分に配慮するものとします。 

 ③ヘルパーの禁止行為 

   ヘルパーは、サービスの提供にあたって次の行為は行いません。 

   ⑴ 医療行為 

   ⑵ 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類の預かり 

   ⑶ 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受 

   ⑷ 利用者の同居家族に対するサービス提供 

   ⑸ 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供（大掃除、庭掃除等） 

   ⑹ 利用者の居宅でのヘルパーの飲酒、喫煙、飲食 
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   ⑺ その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、

その他迷惑行為 

 ④サービスの実施に関する指示、命令 

   サービス実施に関する指示・命令はすべて事業所が行います。ただし、事

業所はサービス実施にあたって利用者の事情や意向に十分配慮するものと

します。 

 ⑤備品等の使用 

   サービス実施のために必要な備品（台所用品、掃除機等）や水道・ガス・

電気等は無償で使用させていただきます。ヘルパーが緊急事態もしくは関係

機関との調整等で電話する場合も同様でお願いします。 

 ⑥買物等の金銭の取り扱い 

   原則として、ヘルパーは訪問してから買物の内容を確認し、必要な金額を

お預かりして買物に出かけます。買物ノートにお預かりした金額、品物、つ

り銭を記入し、必ず内容を双方が確認するものとします。 

 

５ サービスの提供にあたって 

 ①サービス提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者

資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期間等）を確認させていただき

ます。被保険者証の内容に変更があった場合は速やかに当事業所までお知

らせください。 

 ②利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画書（ケアプ

ラン）」の基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、訪問介護の目標、当

該目標を達成するための具体的なサービス内容等を記載した「訪問介護計

画書」を作成します。なお、作成した「訪問介護計画書」は、利用者又は家

族にその内容の説明を行い、同意を得たうえで交付します。 

 ③サービスの提供は「訪問介護計画書」に基づいて行います。なお「訪問介護

計画書」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて

変更することができます。 

 ④通院介助における検査や診察の時間、入退院の送迎等は介護保険の適用外

となるため、事業者が定める「保険外サービスの提供に関する要綱」に基づ

き利用料金を請求させていただきます。 

 

６ 緊急時の対応について 

 訪問介護サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な

場合は、事前に作成した「緊急連絡先」一覧表に従い、速やかに家族、主治医、

関係機関に連絡します。 
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７ 事故発生時の対応について 

 当事業所が利用者に対してサービス提供により事故が発生した場合には、速

やかに利用者の家族・市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

 また、当事業者が利用者に対して行ったサービス提供により賠償すべき事故

が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。 

 

８ 虐待の防止について 

 事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり

必要な措置を講じます 

 （１）虐待防止に関する責任者を選定しています。 

 （２）虐待防止のための指針を整備しています。 

 （３）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果に

ついて従業者に周知徹底を図っています。 

 （４）訪問介護員等に対して、虐待防止のための研修を実施しています。 

（５）サービス提供中に当該事業所職員又は養護者（利用者の家族等高齢者を

現に養護するもの）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合

は、速やかに市町村に通報します。 

 

 

 

 

９ 身体拘束の禁止について 

 事業所は、サービスの提供にあたっては、利用者の生命又は身体を保護するた

め緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為

を行いません。 

 なお、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記載します。 

緊急連絡先 

氏  名               続柄     

住  所                      

電話番号                      

主 治 医 
 医療機関名                    

 電話番号                     

虐待防止に関する責任者 管理者  田中あや子 
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１０ 衛生管理等 

事業所は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事

業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めています。 

 （１）事業所において感染症が発生し又はまん延しないように、感染症の予防

及びまん延防止のための指針を作成しています。 

 （２）感染症の予防及びまん延防止のための適切な対応を行なうための委員会

を設置しています。 

 （３）従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定

期的に実施しています。 

 

１１ 業務継続計画等の策定等について 

事業所は、感染症や自然災害の発生時において、利用者に対するサービスの提

供を継続的に実施するための計画及び早期の業務再開を図るための計画を作成

しています。 

 （１）職員に対し、業務継続計画を周知するとともに、必要な研修や訓練を定

期的に実施しています。 

 （２）定期的に業務継続計画の見直しを行ない、必要に応じて業務継続計画の

変更を行ないます。 

 

１２ 秘密保持と個人情報の保護について 

利用者及びそのご家族に関

する秘密の保持について 

① 事業者は、利用者の個人情報について「個人

情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が

策定した「医療・介護関係事業者における個

人情報の適切な取り扱いのためのガイダン

ス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるもの

とします。 

②事業者及びその従業者は、サービスを提供する

上で知り得た利用者及びそのご家族に関する

秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしませ

ん。事業所退職後も継続するものとします。 

③この秘密を保持する義務は、契約が終了した後

も継続します。 

個人情報の保護について 

①事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない

限り、サービス担当者会議等において利用者の

個人情報を使用しません。また、利用者のご家

族の個人情報についても、予め文書で同意を得
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ない限りサービス担当者会議等で使用しませ

ん。 

②事業者は、利用者及びそのご家族に関する個人

情報が含まれる記録物については、善良な管理

者の注意をもって管理し、また処分の際にも第

三者への漏えいを防止するものとする。 

 

１３ 訪問介護サービス内容の見積もりについて 

  このサービス内容の見積もりは、居宅サービス計画に沿って、事前にお伺い

した日常生活の状況や利用の意向に基づき作成したものです。 

 

①サービス提供責任者（訪問介護計画作成者） 

 

 

 

 

②提供予定のサービス内容と利用料、利用者負担額 

 
訪問時間帯 サービス区分 サービス内容 利 用 料 

利用者 

負担額 

月 ～ 身体・生活    

火 ～ 身体・生活    

水 ～ 身体・生活    

木 ～ 身体・生活    

金 ～ 身体・生活    

土 ～ 身体・生活    

日 ～ 身体・生活    

１週当たりの見積額 円 円 

 

③１か月あたりのお支払額（利用者負担額）の目安 

お支払いの目安額 月額            円 

 

サービス提供責任者  
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※ 以上の金額は概算であり、実際のお支払いはサービス内容やご利用状況等

により変動します。 

 

１４ 苦情処理の体制及び手順について 

 苦情または相談があった場合には、利用者の状況を詳細に把握するため必要

に応じて訪問を実施し、状況の聞き取りや事情の確認を行い、利用者の立場を考

慮しながら事実関係の特定を慎重に行います。 

相談担当者は把握した状況を管理者とともに検討し、当面及び今後の対応を

決定します。 

対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者

へは必ず対応方法を含めた結果報告を行います。 

 （時間を要する内容も、その旨を翌日までには連絡します。） 

 

苦情申し立ての窓口 

【事業所の窓口】 

特定非営利活動法人 

ほがらかケアセンター 

所在地 豊中市服部本町３丁目１番３号 

電 話 ０６－６８６２－５８１６ 

ＦＡＸ ０６－６８６２－５８１７ 

受付時間 9:00～17:00（月曜～金曜、ただし、祝日 

・12月 29日から 1月 3日を除く） 

【市町村の窓口】 

【豊中市福祉部長寿社会政策課】 

所在地 豊中市中桜塚３丁目１番１号 

電 話 ０６－６８５８－２８３８ 

ＦＡＸ ０６－６８５８－３１４６ 

受付時間 8:45～17:15（月曜～金曜、ただし、祝日 

・12月 29日から 1月 3日を除く） 

【『話して安心、困りごと相談』】 

所在地 豊中市中桜塚３丁目１番１号 

電 話 ０６－６８５８－２８１５ 

ＦＡＸ ０６－６８５４－４３４４ 

受付時間 9:00～17:15（月曜～金曜、ただし、祝日 

・12月 29日から 1月 3日を除く） 
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１５ サービスの利用開始年月日 

 

１６ 重要事項説明の年月日 

 

 

 以上の内容について、「豊中市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運

営に関する基準等を定める条例（平成 24 年豊中市条例第 69 号）」第 9 条の規定

に基づき、利用者に説明を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【公的団体の窓口】 

【大阪府国民健康保険団体連合会】 

所在地 大阪市中央区常盤町１丁目３番８号 

      （中央大通 FNビル内） 

電 話 ０６－６９４９－５４１８ 

受付時間 9:00～17:00（月曜～金曜、ただし、祝日 

・12月 29日から 1月 3日を除く） 

サービスの利用開始年月日 令和   年   月   日 

この重要事項説明書の説明年月日 令和   年   月   日 

事
業
者 

所 在 地  豊中市服部本町３丁目１番３号 

法 人 名  特定非営利活動法人 ほがらか 

代表者名   理事長  丸 山 敏 弘     ㊞ 

事 業 所 名  特定非営利活動法人 ほがらかケアセンター 

説明者氏名       
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 以上の説明を事業者から確かに受けました。 

 

利用者 

住 所 
 

℡ 

氏 名                     

 

代理人 
住 所 

 

℡ 

氏 名                     
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訪問介護サービス重要事項説明書（別紙） 

 

 

訪問介護サービスの利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合） 

 

① 昼間（午前８時～午後６時） 

区

分 

１回あたりの 

所要時間 
利用料 

利用者負担額 

１割 ２割 ３割 

身
体
介
護 

20分未満 １，７６６円 １７７円 ３５４円 ５３０円 

20分以上 

30分未満 
２，６４４円 ２６５円 ５２９円 ７９４円 

30分以上 

1時間未満 
４，１９５円 ４２０円 ８３９円 １，２５９円 

1時間以上 

1時間 30分未満 
６，１４６円 ６１５円 １，２３０円 １，８４４円 

1時間 30分以上 
30分増すごとに 

８８９円加算 

30分増すごとに 

８９円加算 

30分増すごとに 

１７８円加算 

30分増すごとに 

２６７円加算 

 

身体介護に引き続き

生活援助を算定する

場合 

45分未満 

７０５円加算 

45分未満 

７１円加算 

45分未満 

１４１円加算 

45分未満 

２１２円加算 

70分未満 

１４１０円加算 

70分未満 

１４１円加算 

70分未満 

２８２円加算 

70分未満 

４２３円加算 

70分以上 

２１０９円加算 

70分以上 

２１１円加算 

70分以上 

４２２円加算 

70分以上 

６３３円加算 

生
活
援
助 

20分以上 

45分未満 
１，９４０円 １９４円 ３８８円 ５８２円 

45分以上 ２，３８４円 ２３９円 ４７７円 ７１６円 

 

※ 深夜（午後１０時～午前６時）の利用料及び利用者負担額は、昼間の５０％

増になります。 

 

※ 介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額

をご負担いただきます 

 

※ 身体介護に引き続き生活援助を算定する場合は、身体介護の時間により加算

額が若干変動する場合があります。 
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② 早朝、夜間（午前６時～午前８時、午後６時～午後１０時） 

区

分 

１回あたりの 

所要時間 
利用料 

利用者負担額 

１割 ２割 ３割 

身
体
介
護 

20分未満 ２，２１１円 ２２２円 ４４３円 ６６４円 

20分以上 

30分未満 
３，３０６円 ３３１円 ６６２円 ９９２円 

30分以上 

1時間未満 
５，２５６円 ５２６円 １，０５２円 １，５７７円 

1時間以上 

1時間 30分未満 
７，６８５円 ７６９円 １，５３７円 ２，３０６円 

1時間 30分以上 
30分増すごとに 

１１０６円加算 

30分増すごとに 

１１１円加算 

30分増すごとに 

２２２円加算 

30分増すごとに 

３３２円加算 

 

身体介護に引き続き

生活援助を算定する

場合 

45分未満 

８３４円加算 

45分未満 

８４円加算 

45分未満 

１６７円加算 

45分未満 

２５１円加算 

70分未満 

１７２３円加算 

70分未満 

１７３円加算 

70分未満 

３４５円加算 

70分未満 

５１７円加算 

70分以上 

２６０１円加算 

70分以上 

２６１円加算 

70分以上 

５２１円加算 

70分以上 

７８１円加算 

生
活
援
助 

20分以上 

45分未満 
２，４２８円 ２４３円 ４８６円 ７２９円 

45分以上 ２，９８１円 ２９９円 ５９７円 ８９５円 

 

③ 加算の内容 

加 算 利用料 
利用者負担額 

１割 ２割 ３割 

初回加算 ２，１６８円 ２１７円 ４３４円 ６５１円 

緊急時訪問介護加算 １，０８４円 １０９円 ２１７円 ３２６円 

生活機能向上連携加

算Ⅰ 
１，０８４円 １０９円 ２１７円 ３２６円 

生活機能向上連携加

算Ⅱ 
２，１６８円 ２１７円 ４３４円 ６５１円 

介護職員処遇改善加

算Ⅲ 

月ごとの総単

位 数 の

182/1000 

左記の１割 左記の２割 左記の３割 
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※ 初回加算は、新規に訪問介護計画を作成し、同月内にサービス提供責任者が

自ら訪問介護を行なう場合又は訪問介護員が訪問介護を行なう際にサービ

ス提供責任者が同行した場合に算定します。 

 

※ 緊急時訪問介護加算は、利用者やその家族からの要請を受けてサービス提

供責任者が介護支援専門員と連携を図り、介護支援専門員が必要と認めた

時に、訪問介護員等が居宅サービス計画にない身体介護を行なった場合に

加算します。 

 

※ 生活機能向上連携加算Ⅰは、訪問リハビリテーション事業者等の理学療法

士等の助言に基づいて、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成

し、それに基づく訪問介護を提供した初回の月に限り加算します。 

 

※ 生活機能向上連携加算Ⅱは、訪問リハビリテーション事業者等の理学療法

士等が居宅を訪問する際に、サービス提供責任者が同行する等により理学

療法士等とサービス提供責任者が共同して利用者の身体の状況等の評価を

行ない、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成します。その計画

に基づいた訪問介護を行なった日の属する月以降３月を限度として加算し

ます。 

 

※ 介護職員処遇改善加算は、介護職員等の処遇を改善するために賃金改善や

資質向上等の取り組みを行なう事業者に認められる加算で、区分支給限度

額の対象外となります。 

 

④ その他の費用について 

サービス提供にあたり必要となる、利用

者の居宅で使用する電気、ガス、水道代 
ご利用者の負担となります。 

通院介助時における訪問介護員の交通

費 
ご利用者の負担となります。 

 

⑤ 利用者負担額等の請求及び支払方法について 

⑴ 請求方法 

    利用者負担額等の請求はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合

計金額により請求いたします。 

    上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月にご利用者あて

にお届けします。 
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⑵ 支払方法 

    請求書をお届けした後、遅滞なく現金にてお支払いください。支払い後

領収書をお渡ししますので、必ず保管をお願いします。（医療費控除の

請求の際に必要となることがあります。） 

   

※ 正当な理由がないにもかかわらず支払いが２か月以上遅延し、支払いの

督促から７日以内に支払いがない場合は、サービス提供の契約を解除し

たうえで、未払い分をお支払いただくことがあります。 

 

 


